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「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町（以下「三浦半島地

域」という。）を訪れる観光客の滞在時間の延長及びそれに伴う平均消費額の増加につ

ながる取組みの促進を通じた地域活性化を図るため、三浦半島地域における宿泊施設、

飲食施設、その他施設（以下「宿泊施設等」という。）を改修する費用等に要する経費

に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金の交付等に関す

る規則（昭和 45 年神奈川県規則第 41 号。以下「規則」という。）に規定するもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）宿泊施設 

三浦半島地域内において、旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項に規定

する許可を受け、宿泊施設を営む施設及び住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）

第３条第１項の届出をして、住宅宿泊事業を営む施設をいう。 

（２）飲食施設 

三浦半島地域内において、食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）第 55条第１項 

に規定する許可を受け、飲食業等を営む施設をいう。 

（３）その他施設 

宿泊施設及び飲食施設以外の施設であって、三浦半島地域内において、観光客向け

のサービスを提供する施設等をいう。 

（４）実施計画 

   本県が実施する「地域まるごとホテル＠三浦半島伴走型支援事業」の支援を受け作

成され、県により採択された計画をいう。 

 

（補助の対象者及び対象事業） 

第３条 補助対象者は、前条第４号に規定する実施計画を実施する者（地方公共団体は除

く）とし、補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に掲げる

事業とする。 

（１）宿泊施設等改修事業 

（２）施設関連設備・システム等導入事業 

（３）プロモーション・運営支援事業 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表１に定める経

費から別表２に定める経費を除いた経費とする。 

２ 本条第１項にて算定した経費に国、地方公共団体からの他の補助金又は寄付金等の収

入が充てられている場合は、当該金額を除いた額を補助対象経費とする。 
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（補助額の算出方法） 

第５条 補助額は、補助対象経費に別表１の補助率を乗じた額以内とする。ただし、別表

１の上限額を上限とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。 

 

（利益等の排除） 

第６条 補助事業において、補助対象経費の中に補助対象者の自社調達又は財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第五十九号）第８条に規定す

る関係会社からの調達がある場合、次のとおり、補助対象経費から利益等相当分の排除

を行うものとする。 

（１）補助対象者（間接補助対象者を含む。以下同じ。）が以下のア～ウの関係にある会

社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含

む。）は、利益等排除の対象とする。 

ア 補助対象者自身 

イ 100％同一の資本に属するグループ企業 

ウ 補助対象者の関係会社（上記イを除く） 

（２）利益等排除の方法 

ア 補助対象者の自社調達の場合 

原価をもって補助対象額とする。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価

をいう。 

イ 100％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格を

もって補助対象額とする。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報

告（単独の損益計算書）における売上高に対する売上総利益の割合（マイナスの

場合は０とする。）をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。 

ウ 補助対象者の関係会社からの調達の場合（上記イを除く。） 

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との

合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とする。これに

よりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における

売上高に対する営業利益の割合（マイナスの場合は０とする。）をもって取引価

格から利益相当額の排除を行う。 

 

（申請書の提出期日等） 

第７条 規則第３条第１項の規定による「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助金交付申

請書（第１号様式）に添付書類を添えて提出する期日は、知事が別に定める。 

２ 補助対象者は、補助金の交付決定前に補助事業を実施した場合は、補助金の交付を受

けることはできない。ただし、当該補助事業に着手せざるを得ない事由がある場合は、

着手する日までに「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業事前着手届（第２号様

式）を提出するものとする。 

なお、当該届出により補助金の交付が確約されるものではない。 

（交付条件） 
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第８条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、速やかに知

事の承認を受けなければならない。ただし、経費の配分の変更が、補助対象経費の

20％以内であり、かつ、補助金額の増額を伴わない場合は、この限りではない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに知事の承認を受けなけ

ればならない。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は

補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなけ

ればならない。 

 

（変更の承認） 

第９条 前条第１号及び第２号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合は、「地

域まるごとホテル＠三浦半島」補助金事業変更（中止、廃止）承認申請書（第３号様

式）に変更の内容及び理由又は中止、廃止の理由を記載した書類を添付して知事に提出

しなければならない。 

 

（申請の取下げができる期間） 

第10条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げができる期間は、交付の決定の通知

を受領した日から起算して10日を経過した日までとする。 

 

（状況報告及び調査） 

第11条 知事は、必要に応じて補助対象者から「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事

業実施状況報告書（第４号様式）等により補助事業の遂行の状況の報告を求め、又は調

査することができる。 

２ 補助対象者は、前項に規定する報告の求め又は調査に対して協力しなければならな

い。 

 

（実績報告） 

第12条 規則第12条の規定による実績報告は、「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事

業実績報告書（第５号様式）に添付書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日

又は翌年度４月15日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 前項の実績報告について、翌年度４月１日から４月15日の間に実績報告書を提出する

場合にあっては、「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業実施状況報告書（第４号様

式）により３月31日までに事業の実施状況報告を行わなければならない。 

 

（補助金の額の確定及び支払） 

第13条 知事は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び

必要に応じて現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定する。 

２ 知事は、前項に規定する額の確定を行った後、精算交付を行うものとする。 

（財産の管理） 

第14条 補助対象者は、補助事業により取得し又は効用が増加した財産（以下「取得財産
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等」という。）について、補助事業の完了後も、取得財産等管理台帳を備え、その保管

状況を明らかにし、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第15条 規則第17条ただし書きの規定により知事が定める期間並びに同条第２号及び第３

号の規定により、知事が定める財産の種類は、次のとおりとする。 

財産の種類      期間 

（１）不動産及びその従属物 10年 

（２）上記以外のもの    ５年（ただし、減価償却資産の耐用年数等に関 

する省令（昭和40年大蔵省令第15号）にお 

いて、耐用年数が５年未満のものはその年 

数とする。） 

２ 補助対象者は、規則第17条に規定する知事の承認を受けようとする場合は、「地域ま

るごとホテル＠三浦半島」補助事業に係る補助金財産処分承認申請書（第６号様式）を

知事に提出するものとする。 

３ 規則第17条の規定により、知事の承認を得て処分したことにより収入があるときは、

知事は、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

（書類の整備等） 

第16条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類（以下「証拠書類等」という。）は、当該補助事業

の完了の日の属する県の会計年度の翌年度から10年間保存しなければならない。 

３ 補助対象者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保

存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者（権利

義務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠書類等を引き継がなければならな

い。 

 

（届出事項） 

第17条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってそ

の旨を知事に届け出なければならない。 

（１）補助対象者の所在地、名称又は代表者を変更したとき。 

（２）補助対象者が合併又は解散したとき。 

（３）その他知事が認めたとき。 

 

（暴力団排除） 

第 18 条 神奈川県暴力団排除条例第 10 条の規定に基づき、申請者が次の各号に該当する

場合は、補助金交付の対象としない。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

（３）法人にあっては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に該当する者

があるもの 
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（４）法人格を持たない団体にあっては、代表者が第１号に規定する暴力団員に該当する

もの  

２ 知事は、必要に応じ、補助対象者が、前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川

県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神奈川

県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得る

ものとする。 

３ 知事は、補助対象者が第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

 

（その他） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年５月20日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月30日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年５月７日から施行する。 
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別表１（第４条関係） 

補助対象事業 対象経費 補助率 
上限額 

(千円) 

① 
宿泊施設等

改修事業 

○既存の宿泊施設等の改修費用 

○空き家・空き店舗から宿泊施設等への改修費用 

○その他知事が必要と認める費用 

※ 改修工事は「増・改築」のみが対象 

※ 改修対象は不動産登記されている「建築物」及び「その

建築物に附属する工作物」を原則とする。 

※ 施設の観光客増加に伴う受入体制の整備や実施計画に基

づき新たな価値を生む改修が対象 

１/３ 

以内 
10,000  

② 

施設関連設

備・システ

ム等導入事

業 

○地域まるごとホテル＠三浦半島の実施に必要な備品の購入

費用 

○参加事業者間のシステムの連携費用 

○その他知事が必要と認める費用 

③ 

プロモーシ

ョン・運営

支援事業 

○地域まるごとホテル＠三浦半島の実施に係る広告宣伝費 

○事業遂行に係るコンサル、建築士等の専門家への相談費用 

○その他知事が必要と認める費用 

１/３ 

以内 
3,000 

 

別表２（第４条関係） 

補助対象外事業 対象外経費 

共通事項 

○経常経費 

○公租公課 

○補助金関係書類の作成費用 

○補助金申請時や実績報告に記載されていない費用及び必要な経費支出の証拠

書類を用意できない費用 

○補助対象期間外に支出した費用（補助対象期間に、分割払いにより、事業費

の一部の支払いをしている場合を含む） 

〇不動産の取得に係る費用 

〇還付を受ける費用又は相殺される費用 

〇フリーマーケットアプリ等の匿名取引による購入費用 

〇手数料及び支払利息等 

〇商品券、金券、仮想通貨、クーポン、ポイント及びその他これらに類する方

法により支払われる費用 

○その他事業目的に照らして、補助金を交付することが適当でないと知事が判

断した費用 

① 
宿泊施設等改

修事業 

○新築工事に係る費用 

○物件取得又は賃借に係る仲介手数料、所有権移転登記等に要する費用 

〇老朽化した施設の修繕工事又は補修工事に係る費用 
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② 

施設関連設

備・システム

等導入事業 

○システム運用に係るランニングコスト 

〇一般事務用ソフトウェアの導入費用 

〇セキュリティ対策ソフトウェアの導入費用 

〇消耗品の購入費用 

〇備品の老朽化等に対応するための取替・更新費用又は修理・修繕費用 

〇汎用性の高い物品の購入費用 

〇植物・動物の購入費用 

〇配送料 

③ 

プロモーショ

ン・運営支援

事業 

○地域まるごとホテル＠三浦半島の取組に係るプロモーションを目的としない

広告宣伝費 

〇事業者ごとに観光客に対して行う割引料 
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第１号様式（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

 

  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

 

エリア名 

所在地 

団体名 

代表者職・氏名 

 

「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助金交付申請書 

 

「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業について、補助金の交付を受けたいので、関係書類

を添えて申請します。 

 

１ 補助金の交付申請額等                           （単位：円） 

補助事業の名称 事業費総額 補助対象経費 交付申請額 

    

    

※交付申請額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて記載してください。 

 

２ 交付申請額（総額）   円（千円未満切り捨て） 

 

 

（注）１エリアあたりの補助上限額は 13,000,000円となりますので、１エリア内で複数の事業

者が補助金交付申請をする場合は、事業者間で調整の上、本申請書をご提出ください。 

 

    問合せ先 

     担当者 

     連絡先 
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第２号様式（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

 

  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

 

エリア名 

所在地 

団体名 

代表者職・氏名 

 

「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業事前着手届 

 

「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業について、交付決定前に着手したいので、次のとお

り申請します。 

 

 

 

１ 補助事業の名称 

 

 

 

 

 

 

２ 事前着手する理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    問合せ先 

     担当者 

     連絡先 
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第３号様式（第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事 殿 

 

エリア名 

所在地 

団体名 

代表者職・氏名 

 

「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業変更（中止、廃止）承認申請書 

 

  年  月  日付け須セ第 号で交付決定を受けた「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助

金に係る事業を次のとおり変更（中止、廃止）したいので承認を受けたく、関係書類を添えて申

請します。 

 

１ 交付申請額（千円未満切り捨て） 

 変更前     円   変更後     円 

 

２ 変更の理由及び内容 

補助事業の名称 変更（中止、廃止）の理由及び内容 

  

 

３ 変更交付申請の内訳                           （単位：円） 

補助事業の名称 
変更前 変更後 

補助対象経費 交付申請額 補助対象経費 交付申請額 

     

     

※交付申請額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて記載してください。 

 

 

    問合せ先 

     担当者 

     連絡先 
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第４号様式（第 11条、第 12条第２項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事 殿 

 

エリア名 

所在地 

団体名 

代表者職・氏名 

 

「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業実施状況報告書 

 

  年  月  日付け須セ第 号で交付決定を受けた「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事

業の   年  月  日現在における実施状況を次のとおり報告します。 

 

 

（単位：円） 

補助事業の名称 補助事業の実施状況 執行済額 

   

 

 

 

 

    問合せ先 

     担当者 

     連絡先 
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第５号様式（第 12条第１項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事 殿 

 

エリア名 

所在地 

団体名 

代表者職・氏名 

 

 

「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業実績報告書 

 

  年  月  日付け須セ第 号で交付申請をした「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業

の実績について、次のとおり報告します。 

 

１ 補助事業の実施内容等 

 

２ 補助事業の実績 

（１）交付決定額  円 

（２）実績額    円 

（３）不要額    円 

 

３ 補助事業の着手日及び完了日 

着手日 令和 年 月 日※１ 

完了日 令和 年 月 日※２ 

※１ 複数の補助事業がある場合は、最初に着手した補助事業の着手日とする。 

※２ 補助事業が全て完了した日又は補助事業に係る支出が全て完了した日のいずれか遅い日と

する。ただし、本補助金の交付申請をした年度の３月 31日を超えることはできない。 

 

 

 

 

    問合せ先 

     担当者 

     連絡先 

 

  

補助事業の名称 実施内容 
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第５号様式－２ 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事 殿 

 

エリア名 

所在地 

団体名 

代表者職・氏名 

 

 

「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業に係る補助金振込先指定届 

 

 

標記補助金の支払いにつきましては、次の口座に振込み願います。 

 

 

 

振
込
口
座 

(カタカナ)  

口座名義人  

(コード)  (コード)  

金融機関名  支店名  

預金種別 

普通・当座・その他 

      

（  ） 

口座番号 

（７桁） 
 

 

 ※ 補助金振込先は、申請者本人名義の口座でお願いします。 

 ※ 別途、補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号が

確認できる部分の通帳等の写しを添付してください。 

 

 

 

 

    問合せ先 

     担当者 

     連絡先 
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第６号様式（第 15条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事 殿 

 

エリア名 

所在地 

団体名 

代表者職・氏名 

 

 

「地域まるごとホテル＠三浦半島」補助事業に係る補助金財産処分承認申請書 

 

年 月 日付け須セ第 号で補助金の交付決定を受けて取得した財産について、次の理由により

処分を行うため、承認を受けたく申請します。 

 

１ 処分を行う財産 

 

２ 処分の内容 

 

３ 処分の理由 

 

    問合せ先 

     担当者 

     連絡先 

 

 


